
徳
島
県
振
り
込
め
詐
欺
等
の
被
害
の
防
止
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
六
年
徳
島
県
条
例
第
四
十
二
号
）
新
旧
対
照
表

（
案
）

改

正

案

現

行

徳
島
県
特
殊
詐
欺
等
の
被
害
の
防
止
に
関
す
る
条
例

徳
島
県
振
り
込
め
詐
欺
等
の
被
害
の
防
止
に
関
す
る
条
例

（
目
的
）

（
目
的
）

第
一
条

こ
の
条
例
は
、
特
殊
詐
欺
等

第
一
条

こ
の
条
例
は
、
振
り
込
め
詐
欺
及
び
振
り
込
め
類
似
詐

の
被
害
が
後
を

欺
（
以
下
「
振
り
込
め
詐
欺
等
」
と
い
う
。
）
の
被
害
が
後
を

絶
た
ず
、
県
民
生
活
に
悪
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
現
状
に
鑑
み

絶
た
ず
、
県
民
生
活
に
悪
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
現
状
に
鑑
み

、
特
殊
詐
欺
等
の

被
害
の
防
止
（
以
下
「
被
害
防
止
」
と

、
振
り
込
め
詐
欺
等
の
被
害
の
防
止
（
以
下
「
被
害
防
止
」
と

い
う
。
）
に
関
し
、
県
の
責
務
並
び
に
県
民
、
事
業
者
及
び
青

い
う
。
）
に
関
し
、
県
の
責
務
並
び
に
県
民
及
び
事
業
者

少
年
の
育
成
に
携
わ
る
者
の
役
割
を
明
ら
か
に
し
、
そ
れ
ぞ
れ

の
役
割
を
明
ら
か
に
し
、
そ
れ
ぞ
れ

が
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
被
害
防
止
に
つ
い
て
一

が
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
被
害
防
止
に
つ
い
て
一

人
一
人
が
学
ん
だ
成
果
を
、
人
と
人
と
の
絆
に
よ
り
被
害
防
止

人
一
人
が
学
ん
だ
成
果
を
、
人
と
人
と
の
絆
に
よ
り
被
害
防
止

き
ず
な

き
ず
な

の
た
め
の
助
け
合
い
の
取
組
へ
と
発
展
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、

の
た
め
の
助
け
合
い
の
取
組
へ
と
発
展
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、

特
殊
詐
欺
等
の

被
害
を
防
止
し
、
も
っ
て
県
民
の
財
産
の

振
り
込
め
詐
欺
等
の
被
害
を
防
止
し
、
も
っ
て
県
民
の
財
産
の

保
全
及
び
健
全
な
経
済
活
動
が
で
き
る
社
会
環
境
の
実
現
に
資

保
全
及
び
健
全
な
経
済
活
動
が
で
き
る
社
会
環
境
の
実
現
に
資

す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
定
義
）

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
条
例
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意

第
二
条

こ
の
条
例
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意

義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

特
殊
詐
欺
等

次
に
掲
げ
る
行
為
を
い
う
。

一

振
り
込
め
詐
欺

オ
レ
オ
レ
詐
欺
、
架
空
請
求
詐
欺
、
融

イ

詐
欺
（
刑
法
（
明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
二

資
保
証
金
詐
欺
及
び
還
付
金
等
詐
欺
を
い
う
。

百
四
十
六
条
の
罪
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
電
子
計

算
機
使
用
詐
欺
（
同
法
第
二
百
四
十
六
条
の
二
の
罪
を
い

う
。
）
に
当
た
る
行
為
の
う
ち
、
面
識
の
な
い
不
特
定
の

者
（
以
下
「
相
手
方
」
と
い
う
。
）
を
電
話
、
郵
便
、
電

子
メ
ー
ル
そ
の
他
の
通
信
手
段
（
以
下
「
電
話
等
」
と
い

う
。
）
を
用
い
て
対
面
す
る
こ
と
な
く
欺
き
、
指
定
し
た

預
貯
金
口
座
へ
の
振
込
み
そ
の
他
の
方
法
（
以
下
「
振
込

み
等
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
、
財
物
を
交
付
さ
せ
、
又
は

財
産
上
不
法
の
利
益
を
得
、
若
し
く
は
他
人
に
こ
れ
を
得

さ
せ
る
も
の
及
び
詐
欺
に
当
た
る
行
為
の
う
ち
、
ソ
ー
シ

ャ
ル
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
キ
ン
グ
・
サ
ー
ビ
ス
（
登
録
さ
れ
た

利
用
者
同
士
が
交
流
で
き
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
会
員

制
の
サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。
）
そ
の
他
の
通
信
手
段
を
用
い

て
対
面
す
る
こ
と
な
く
交
信
を
重
ね
る
等
し
て
相
手
方
を

欺
い
た
行
為
者
が
、
自
ら
を
信
頼
す
る
に
足
る
も
の
と
誤

信
さ
せ
た
状
況
で
、
振
込
み
等
に
よ
り
、
財
物
を
交
付
さ

せ
、
又
は
財
産
上
不
法
の
利
益
を
得
、
若
し
く
は
他
人
に

こ
れ
を
得
さ
せ
る
も
の

ロ

窃
盗
（
刑
法
第
二
百
三
十
五
条
の
罪
を
い
う
。
）
に
当

た
る
行
為
の
う
ち
、
相
手
方
を
電
話
等
を
用
い
て
対
面
す

る
こ
と
な
く
欺
き
、
相
手
方
の
住
居
そ
の
他
そ
の
通
常
所

在
す
る
場
所
（
以
下
「
住
居
等
」
と
い
う
。
）
に
赴
い
て

相
手
方
と
接
触
し
、
隙
を
見
て
財
物
を
窃
取
す
る
も
の

ハ

強
盗
（
刑
法
第
二
百
三
十
六
条
の
罪
を
い
う
。
）
に
当

た
る
行
為
の
う
ち
、
相
手
方
を
電
話
等
を
用
い
て
対
面
す
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る
こ
と
な
く
欺
き
、
在
宅
状
況
、
資
産
状
況
、
世
帯
人
数

そ
の
他
の
状
況
を
確
認
し
た
上
、
相
手
方
の
住
居
等
に
赴

き
、
暴
行
又
は
脅
迫
を
用
い
て
財
物
を
強
取
す
る
も
の

ニ

恐
喝
（
刑
法
第
二
百
四
十
九
条
の
罪
を
い
う
。
）
に
当

た
る
行
為
の
う
ち
、
相
手
方
を
電
話
等
を
用
い
て
対
面
す

る
こ
と
な
く
欺
き
、
併
せ
て
脅
迫
を
用
い
て
畏
怖
さ
せ
、

振
込
み
等
に
よ
り
、
財
物
を
交
付
さ
せ
、
又
は
財
産
上
不

法
の
利
益
を
得
、
若
し
く
は
他
人
に
こ
れ
を
得
さ
せ
る
も

の

（
削
除
）

二

オ
レ
オ
レ
詐
欺

親
族
を
装
う
等
し
て
電
話
を
か
け
、
会

社
に
お
け
る
横
領
金
の
補
塡
金
等
の
名
目
で
現
金
が
至
急
必

要
で
あ
る
か
の
よ
う
に
信
じ
込
ま
せ
、
指
定
し
た
預
貯
金
口

座
に
現
金
を
振
り
込
ま
せ
る
等
の
手
口
に
よ
る
詐
欺
（
刑
法

（
明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
二
百
四
十
六
条
の
罪

に
当
た
る
行
為
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
い
う
。

（
削
除
）

三

架
空
請
求
詐
欺

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
有
料
ウ
ェ
ブ
サ
イ

ト
の
使
用
料
金
等
の
架
空
の
事
実
を
口
実
に
現
金
を
請
求
す

る
文
書
を
送
付
し
て
、
指
定
し
た
預
貯
金
口
座
に
現
金
を
振

り
込
ま
せ
る
等
の
手
口
に
よ
る
詐
欺
を
い
う
。

（
削
除
）

四

融
資
保
証
金
詐
欺

融
資
を
受
け
る
た
め
の
保
証
金
の
名

目
で
、
指
定
し
た
預
貯
金
口
座
に
現
金
を
振
り
込
ま
せ
る
等

の
手
口
に
よ
る
詐
欺
を
い
う
。

（
削
除
）

五

還
付
金
等
詐
欺

市
町
村
の
職
員
等
を
装
い
、
税
金
の
還

付
等
に
必
要
な
手
続
を
装
っ
て
現
金
自
動
預
入
払
出
兼
用
機

を
操
作
さ
せ
て
口
座
間
送
金
に
よ
り
現
金
を
振
り
込
ま
せ
る

等
の
手
口
に
よ
る
詐
欺
又
は
電
子
計
算
機
使
用
詐
欺
（
刑
法

第
二
百
四
十
六
条
の
二
の
罪
に
当
た
る
行
為
を
い
う
。
）
を

い
う
。

（
削
除
）

六

振
り
込
め
類
似
詐
欺

株
式
の
売
買
等
の
金
融
商
品
の
取

引
、
宝
く
じ
当
選
番
号
等
の
特
定
の
情
報
の
提
供
、
異
性
と

の
交
際
あ
っ
せ
ん
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
名
目
で
、
虚
偽

の
情
報
を
提
供
す
る
等
し
た
上
で
、
現
金
を
だ
ま
し
取
る
詐

欺
を
い
う
。

二

事
業
者

次
に
掲
げ
る
者
を
い
う
。

七

事
業
者

次
に
掲
げ
る
者
を
い
う
。

イ

犯
罪
利
用
預
金
口
座
等
に
係
る
資
金
に
よ
る
被
害
回
復

イ

犯
罪
利
用
預
金
口
座
等
に
係
る
資
金
に
よ
る
被
害
回
復

分
配
金
の
支
払
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第

分
配
金
の
支
払
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第

百
三
十
三
号
）
第
二
条
第
一
項
の
金
融
機
関

百
三
十
三
号
）
第
二
条
第
一
項
の
金
融
機
関

ロ

自
己
が
所
有
し
、
又
は
管
理
す
る
土
地
又
は
建
物
に
現

ロ

自
己
が
所
有
し
、
又
は
管
理
す
る
土
地
又
は
建
物
に
現

金
自
動
預
入
払
出
兼
用
機
を
設
置
さ
せ
て
い
る
者

金
自
動
預
入
払
出
兼
用
機
を
設
置
さ
せ
て
い
る
者

ハ

貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
（
平
成
元
年
法
律
第
八
十
三

ハ

貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
（
平
成
元
年
法
律
第
八
十
三

号
）
の
規
定
に
よ
る
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
者
（
そ
の
者

号
）
の
規
定
に
よ
る
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
者
（
そ
の
者

の
た
め
に
貨
物
運
送
に
関
す
る
契
約
の
締
結
の
媒
介
、
取

の
た
め
に
貨
物
運
送
に
関
す
る
契
約
の
締
結
の
媒
介
、
取

次
ぎ
又
は
代
理
を
業
と
し
て
行
う
者
を
含
む
。
）

次
ぎ
又
は
代
理
を
業
と
し
て
行
う
者
を
含
む
。
）

ニ

携
帯
音
声
通
信
事
業
者
に
よ
る
契
約
者
等
の
本
人
確
認

ニ

携
帯
音
声
通
信
事
業
者
に
よ
る
契
約
者
等
の
本
人
確
認

等
及
び
携
帯
音
声
通
信
役
務
の
不
正
な
利
用
の
防
止
に
関

等
及
び
携
帯
音
声
通
信
役
務
の
不
正
な
利
用
の
防
止
に
関

す
る
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
三
十
一
号
）
第
二
条
第

す
る
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
三
十
一
号
）
第
二
条
第

三
項
の
携
帯
音
声
通
信
事
業
者
、
同
法
第
六
条
第
一
項
の

三
項
の
携
帯
音
声
通
信
事
業
者
、
同
法
第
六
条
第
一
項
の

媒
介
業
者
等
及
び
同
法
第
十
条
第
一
項
の
貸
与
業
者

媒
介
業
者
等
及
び
同
法
第
十
条
第
一
項
の
貸
与
業
者

ホ

店
舗
に
お
い
て
、
顧
客
に
対
面
す
る
方
法
に
よ
り
プ
リ

（
新
設
）

ペ
イ
ド
型
電
子
マ
ネ
ー
（
前
払
式
支
払
手
段
に
関
す
る
内

2



閣
府
令
（
平
成
二
十
二
年
内
閣
府
令
第
三
号
）
第
一
条
第

三
項
第
五
号
の
番
号
通
知
型
前
払
式
支
払
手
段
に
係
る
番

号
等
が
記
載
さ
れ
た
証
票
を
い
う
。
）
を
販
売
す
る
者

ヘ

職
業
安
定
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）

（
新
設
）

第
四
条
第
十
項
の
職
業
紹
介
事
業
者
及
び
募
集
情
報
等
提

供
事
業
を
行
う
者
（
同
条
第
六
項
の
募
集
情
報
等
提
供
を

業
と
し
て
行
う
者
を
い
う
。
）

ト

イ
か
ら
ヘ
ま
で
に
掲
げ
る
者
の
ほ
か
、
特
殊
詐
欺
等
の

（
新
設
）

犯
行
の
態
様
に
鑑
み
、
犯
行
の
手
段
と
し
て
利
用
さ
れ
、

又
は
利
用
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
商
品
等
の
流
通
及
び
役

務
の
提
供
を
業
と
し
て
行
う
者

（
県
の
責
務
）

（
県
の
責
務
）

第
三
条

県
は
、
被
害
防
止
に
関
す
る
施
策
を
総
合
的
か
つ
計
画

第
三
条

県
は
、
被
害
防
止
に
関
す
る
施
策
を
総
合
的
か
つ
計
画

的
に
推
進
す
る
責
務
を
有
す
る
。

的
に
推
進
す
る
責
務
を
有
す
る
。

２

県
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
県
民
、
事
業
者
、

２

県
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
県
民
、
事
業
者

青
少
年
の
育
成
に
携
わ
る
者
及
び
こ
れ
ら
の
者
が
組
織
す
る
団

及
び
こ
れ
ら
の
者
が
組
織
す
る
団

体
（
以
下
「
県
民
等
」
と
い
う
。
）
に
対
し
て
特
殊
詐
欺
等

体
（
以
下
「
県
民
等
」
と
い
う
。
）
に
対
し
て
振
り
込
め
詐
欺

の
発
生
状
況
そ
の
他
被
害
防
止
に
有
用
な
情
報
を
提
供
す
る

等
の
発
生
状
況
そ
の
他
被
害
防
止
に
有
用
な
情
報
を
提
供
す
る

も
の
と
す
る
。

も
の
と
す
る
。

３

県
は
、
市
町
村
が
実
施
す
る
被
害
防
止
に
関
す
る
施
策
に
協

３

県
は
、
市
町
村
が
実
施
す
る
被
害
防
止
に
関
す
る
施
策
に
協

力
す
る
と
と
も
に
、
市
町
村
に
対
す
る
情
報
の
提
供
、
技
術
的

力
す
る
と
と
も
に
、
市
町
村
に
対
す
る
情
報
の
提
供
、
技
術
的

な
助
言
そ
の
他
必
要
な
支
援
を
行
う
も
の
と
す
る
。

な
助
言
そ
の
他
必
要
な
支
援
を
行
う
も
の
と
す
る
。

４

県
は
、
被
害
防
止
に
関
す
る
県
民
等
の
関
心
及
び
理
解
を
深

４

県
は
、
被
害
防
止
に
関
す
る
県
民
等
の
関
心
及
び
理
解
を
深

め
る
た
め
、
効
果
的
な
広
報
及
び
啓
発
活
動
を
行
う
と
と
も
に

め
る
た
め
、
効
果
的
な
広
報
及
び
啓
発
活
動
を
行
う
と
と
も
に

、
県
民
等
が
行
う
被
害
防
止
に
関
す
る
自
主
的
な
活
動
を
支
援

、
県
民
等
が
行
う
被
害
防
止
に
関
す
る
自
主
的
な
活
動
を
支
援

す
る
も
の
と
す
る
。

す
る
も
の
と
す
る
。

（
県
民
の
役
割
）

（
県
民
の
役
割
）

第
四
条

県
民
は
、
特
殊
詐
欺
等

の
態
様
が
常
に
変
化
し
、

第
四
条

県
民
は
、
振
り
込
め
詐
欺
等
の
態
様
が
常
に
変
化
し
、

被
害
の
発
生
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
認
識
し
、
国
、
県

被
害
の
発
生
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
認
識
し
、
国
、
県

、
市
町
村
等
が
提
供
す
る
情
報
及
び
学
習
の
機
会
を
主
体
的
か

、
市
町
村
等
が
提
供
す
る
情
報
及
び
学
習
の
機
会
を
主
体
的
か

つ
積
極
的
に
活
用
し
、
自
立
し
た
消
費
者
と
し
て
、
適
切
に
行

つ
積
極
的
に
活
用
し
、
自
立
し
た
消
費
者
と
し
て
、
適
切
に
行

動
で
き
る
力
を
養
う
も
の
と
す
る
。

動
で
き
る
力
を
養
う
も
の
と
す
る
。

２

県
民
は
、
県
及
び
市
町
村
が
実
施
す
る
被
害
防
止
に
関
す
る

２

県
民
は
、
県
及
び
市
町
村
が
実
施
す
る
被
害
防
止
に
関
す
る

施
策
に
協
力
す
る
と
と
も
に
、
事
業
者
が
被
害
防
止
に
関
す
る

施
策
に
協
力
す
る
と
と
も
に
、
事
業
者
が
被
害
防
止
に
関
す
る

注
意
を
喚
起
し
た
場
合
は
、
こ
れ
を
踏
ま
え
た
上
で
、
適
切
な

注
意
を
喚
起
し
た
場
合
は
、
こ
れ
を
踏
ま
え
た
上
で
、
適
切
な

行
動
を
と
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

行
動
を
と
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
事
業
者
の
役
割
）

（
事
業
者
の
役
割
）

第
五
条

事
業
者
は
、
被
害
防
止
に
関
す
る
関
心
及
び
理
解
を
深

第
五
条

事
業
者
は
、
被
害
防
止
に
関
す
る
関
心
及
び
理
解
を
深

め
る
と
と
も
に
、
県
及
び
市
町
村
が
実
施
す
る
被
害
防
止
に
関

め
る
と
と
も
に
、
県
及
び
市
町
村
が
実
施
す
る
被
害
防
止
に
関

す
る
施
策
並
び
に
県
民
等
が
行
う
被
害
防
止
に
関
す
る
自
主
的

す
る
施
策
並
び
に
県
民
等
が
行
う
被
害
防
止
に
関
す
る
自
主
的

な
活
動
に
協
力
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

な
活
動
に
協
力
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

２

事
業
者
は
、
商
品
等
の
流
通
及
び
役
務
の
提
供
に
際
し
、
必

２

事
業
者
は
、
商
品
等
の
流
通
及
び
役
務
の
提
供
に
際
し
、
振

要
に
応
じ
て
、
警
察
そ
の
他
の
関
係
機
関
と
連
携
し
、
特
殊
詐

り
込
め
詐
欺
等

欺
等
の
手
段
に
利
用
さ
れ
な
い
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努

の
手
段
に
利
用
さ
れ
な
い
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努

め
る
と
と
も
に
、
県
民
に
対
し
被
害
防
止
に
関
す
る
注
意
を
喚

め
る
と
と
も
に
、
県
民
に
対
し
被
害
防
止
に
関
す
る
注
意
を
喚

起
し
、
及
び
被
害
防
止
に
関
す
る
広
報
を
行
う
よ
う
努
め
る
も

起
し
、
及
び
被
害
防
止
に
関
す
る
広
報
を
行
う
よ
う
努
め
る
も

の
と
す
る
。

の
と
す
る
。
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（
青
少
年
の
育
成
に
携
わ
る
者
の
役
割
）

第
六
条

青
少
年
の
育
成
に
携
わ
る
者
は
、
青
少
年
及
び
そ
の
家

（
新
設
）

族
が
特
殊
詐
欺
等
の
被
害
を
受
け
な
い
よ
う
に
す
る
と
と
も
に

、
青
少
年
が
特
殊
詐
欺
等
に
加
担
し
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
、

青
少
年
に
対
す
る
指
導
、
助
言
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
を
講
ず

る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
通
報
等
）

（
通
報
等
）

第
七
条

県
民
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は

第
六
条

県
民
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は

、
警
察
官
又
は
事
業
者
へ
の
通
報
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
を
講

、
警
察
官
又
は
事
業
者
へ
の
通
報
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
を
講

ず
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

ず
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

一

そ
の
言
動
か
ら
特
殊
詐
欺
等

の
被
害
を
受
け
よ
う
と

一

そ
の
言
動
か
ら
振
り
込
め
詐
欺
等
の
被
害
を
受
け
よ
う
と

し
て
い
る
と
疑
わ
れ
る
者
を
発
見
し
た
と
き
。

し
て
い
る
と
疑
わ
れ
る
者
を
発
見
し
た
と
き
。

二

自
己
又
は
身
近
な
者
が
、
特
殊
詐
欺
等

と
疑
わ
れ
る

二

自
己
又
は
身
近
な
者
が
、
振
り
込
め
詐
欺
等
と
疑
わ
れ
る

不
審
な
電
話
、
郵
便
物
等
を
受
け
た
と
き
。

不
審
な
電
話
、
郵
便
物
等
を
受
け
た
と
き
。

２

事
業
者
は
、
前
項
の
通
報
を
受
け
た
と
き
又
は
商
品
等
の
流

２

事
業
者
は
、
前
項
の
通
報
を
受
け
た
と
き
又
は
商
品
等
の
流

通
及
び
役
務
の
提
供
に
際
し
、
特
殊
詐
欺
等

の
被
害
を
受

通
及
び
役
務
の
提
供
に
際
し
、
振
り
込
め
詐
欺
等
の
被
害
を
受

け
よ
う
と
し
て
い
る
と
疑
わ
れ
る
者
若
し
く
は
特
殊
詐
欺
等

け
よ
う
と
し
て
い
る
と
疑
わ
れ
る
者
若
し
く
は
振
り
込
め
詐
欺

に
係
る
行
為
を
行
っ
て
い
る
と
疑
わ
れ
る
者
を
発
見
し
た
と

等
に
係
る
行
為
を
行
っ
て
い
る
と
疑
わ
れ
る
者
を
発
見
し
た
と

き
は
、
法
令
の
範
囲
内
で
、
警
察
官
へ
の
通
報
そ
の
他
の
適
切

き
は
、
法
令
の
範
囲
内
で
、
警
察
官
へ
の
通
報
そ
の
他
の
適
切

な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

３

県
民
及
び
事
業
者
は
、
特
殊
詐
欺
等
の
犯
行
の
拠
点
、
特
殊

（
新
設
）

詐
欺
等
の
犯
行
に
利
用
さ
れ
て
い
る
空
家
そ
の
他
特
殊
詐
欺
等

に
関
連
す
る
と
疑
わ
れ
る
施
設
に
係
る
情
報
を
入
手
し
た
と
き

は
、
警
察
官
へ
の
通
報
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う

努
め
る
も
の
と
す
る
。

４

県
民
及
び
事
業
者
は
、
著
し
く
高
額
な
報
酬
の
支
払
を
示
唆

（
新
設
）

す
る
等
し
て
特
殊
詐
欺
等
の
実
行
者
を
募
集
し
て
い
る
と
疑
わ

れ
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
情
報
を
入
手
し
た
と
き
は
、
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
・
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
セ
ン
タ
ー
又
は
警
察
官
へ
の
通

報
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る

。（
被
害
防
止
に
関
す
る
留
意
事
項
）

第
八
条

県
民
は
、
特
殊
詐
欺
等
の
犯
行
の
態
様
に
鑑
み
、
次
に

（
新
設
）

掲
げ
る
事
項
に
留
意
す
る
も
の
と
す
る
。

一

現
金
自
動
預
入
払
出
兼
用
機
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
場
合

に
あ
っ
て
は
、
正
当
な
理
由
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
次
に
掲

げ
る
行
為
を
避
け
る
こ
と
。

イ

携
帯
電
話
端
末
そ
の
他
の
無
線
通
信
機
械
器
具
を
使
用

し
な
が
ら
現
金
自
動
預
入
払
出
兼
用
機
を
操
作
す
る
こ
と

。
ロ

現
金
自
動
預
入
払
出
兼
用
機
の
操
作
に
係
る
他
人
か
ら

の
指
示
又
は
連
絡
を
待
つ
た
め
、
長
時
間
に
わ
た
り
現
金

自
動
預
入
払
出
兼
用
機
を
占
拠
す
る
こ
と
。

二

宅
配
便
（
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
第
二
条
第
六
項
の
特

別
積
合
せ
貨
物
運
送
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
貨
物
の
運
送
で
あ

っ
て
、
一
定
の
重
量
以
下
の
一
口
一
個
の
貨
物
を
特
別
な
名

称
を
付
し
て
行
う
も
の
を
い
う
。
）
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
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場
合
に
あ
っ
て
は
、
第
二
条
第
二
号
ハ
に
規
定
す
る
者
が
定

め
る
運
送
約
款
に
運
送
の
引
受
け
を
拒
絶
す
る
荷
物
と
し
て

定
め
ら
れ
て
い
る
貨
幣
又
は
紙
幣
を
運
送
さ
せ
な
い
こ
と
。

三

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
た
金
融
取
引
そ
の
他
の
預
貯

金
口
座
に
係
る
手
続
を
行
お
う
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

家
族
又
は
金
融
機
関
以
外
の
第
三
者
の
指
示
に
従
っ
て
こ
れ

を
行
わ
な
い
こ
と
。

（
被
害
防
止
の
た
め
の
助
け
合
い
の
取
組
）

（
被
害
防
止
の
た
め
の
助
け
合
い
の
取
組
）

第
九
条

県
民
は
、
家
族
及
び
地
域
住
民
と
の
間
で
、
互
い
に
被

第
七
条

県
民
は
、
家
族
及
び
地
域
住
民
と
の
間
で
、
互
い
に
被

害
防
止
に
関
す
る
注
意
を
喚
起
す
る
と
と
も
に
、
家
族
及
び
地

害
防
止
に
関
す
る
注
意
を
喚
起
す
る
と
と
も
に
、
家
族
及
び
地

域
住
民
が
特
殊
詐
欺
等

の
被
害
を
受
け
る
お
そ
れ
が
あ
る

域
住
民
が
振
り
込
め
詐
欺
等
の
被
害
を
受
け
る
お
そ
れ
が
あ
る

と
認
め
る
と
き
は
、
契
約
の
締
結
及
び
現
金
の
支
払
の
中
止
を

と
認
め
る
と
き
は
、
契
約
の
締
結
及
び
現
金
の
支
払
の
中
止
を

促
す
こ
と
等
に
よ
り
、
被
害
防
止
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

促
す
こ
と
等
に
よ
り
、
被
害
防
止
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。
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